
産業廃棄物の不適正処理事案と
行政処分等について
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令和２年８、９月

三重県環境生活部廃棄物対策局

廃棄物監視・指導課



１．不適正処理事案の状況と
県の取組
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不法投棄件数及び投棄量の推移（全国）

＜１０トン以上の不法投棄事案＞



平成29年度 平成30年度

がれき類

72件

46.5%

建設

混合廃棄物

41件

26.5%

木くず

（建設系）

11件

7.1%

投棄件数155件

建設系以外廃棄物
計31件 19.9%

建設系廃棄物
計 124件 80.1%

がれき類

60件

36.8%

建設

混合廃棄物

51件

31.3%

木くず

（建設系）

12件

7.4%

建設系以外廃棄物
計 35件 21.5%

建設系廃棄物
計 128件 78.5%
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不法投棄された産業廃棄物の種類（全国）

投棄件数163件

＜１０トン以上の不法投棄事案＞



不法投棄件数及び投棄量の推移（三重県）
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地域別の不法投棄件数の推移（三重県）

地域別件数
１

鈴鹿(8) 松阪(13) 津(10)
松阪(10)

伊賀(13) 伊賀(15)

２
津(7) 四日市(6)

津(6)
南志(6)

津(7)
南志(7)

津(11)

３
松阪(6) 四日市

(7)
鈴鹿(8)
南志(8)

H27 H28 H29 H30 R1 5年間計

確認事案の件数
(括弧内は量：ｔ)

31
(6,811)

41
(2,462)

48
(471)

41
(438)

58
(762)

219
(10,944)

うち建設系
20

(6,790)
29

(2,215)
39

(424)
30

(425)
39

(749)
157

(10,603)

R2.3未撤去
6

(36)
9

(1,625)
9

(26)
19

(81)
39

(431)
82

(2,199)

件数は年々増加傾向にあり、建設系の占める割合が高い。地域別では近年は伊
賀管内が多い。市町経由の事案がH27:10件、H28:22件、H29:13件、H30:12件、
R1:18件。

表 不法投棄の件数、建設系廃棄物の割合、地域別投棄件数
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当課に寄せられる通報内容の内訳

不法投棄

41%

野外焼却

17%

不適正処理

23%

悪臭・水質汚濁等…

その他

12%

通報件数（内容）

139件

図 令和元年度における監視・指導課への通報件数（内容）

・不法投棄の通報が約４割

・次に多いのが野外焼却

・不適正処理とは、乱雑に廃
棄物を保管してある、など

・通報件数は、

R元：139件

H30：123件

H29： 92件

と増加傾向にある。

（早期発見の体制が構築され
た結果と認識）
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監視・指導における通常の取組事例

立入検査 路上検査 監視カメラ

スカイパトロール ドローン

電柱広告
(H３１．１～)

※県内１００箇所
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建設系廃棄物対策
①条例改正
令和２年３月「三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する

条例（＝産廃条例）」を改正し、解体工事の元請業者の義務規定
を追加

②建設系廃棄物適正処理セミナー
条例改正の周知等を目的に県内８カ所でセミナーを開催

③解体工事現場集中パトロール
令和２年６～７月に建設リサイクル法の届出情報をもとに集中

パトロールを実施。今後も継続予定

 建設工事（解体工事）に伴い生ずる廃棄物の排出事業者は
工事の元請業者（法第21条の３）

 廃棄物処理法では、廃棄物の適正処理を担保するために、
排出事業者に重い責任（排出事業者責任）を課している



２．解体工事現場等集中パトロール
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解体工事現場等集中パトロール１
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 建設系廃棄物の適正処理に係る取組として実施

 廃棄物処理法に基づき、建設リサイクル法にかか
る解体工事の届出がなされている現場に立入

 立入件数：270件（期間 6月29日～7月29日）



解体工事現場等集中パトロール２
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不適正処理の事例：壁土が敷きならされていた。



解体工事現場等集中パトロール３
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～立入結果の概要 確認された主な違反事例～

違反事項（例） 違反条項 件数

① 無許可業者に産業廃棄物処理を委託 委託基準違反（12－5） ５

② 下請業者と書面の契約未締結 委託基準違反（12－6） ７

③ 元請業者が管理票未交付
（下請業者が管理票を交付）
※交付はされていても下請業者が行う現場では元請
業者不在の場合が多い。

管理票交付義務違反
（12の3－1）

５

④ 車両表示なし、許可証不携行等 処理基準違反（12－1） 27

⑤ 残置物・エアコン等を無許可業者が運搬 無許可営業（7－1） ３

⑥ 残置物を産業廃棄物として処理 無許可営業（7－1） １

⑦ 標識の掲示なし（建設リサイクル法） 標識なし（33） 115



３．解体工事にかかる廃棄物の
適正処理
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元請業者が解体工事を委託する際の注意点１
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◎元請業者は解体工事で発生した産業廃棄物の排出

事業者（事業者）となり廃棄物を適正に処理する

責任がある。

＜参考＞

法第21条の３ 第１項

土木建築に関する工事（建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工
事を含む。以下「建設工事」という。）が数次の請負によつて行われる場合に
あつては、当該建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理についてのこの法律（第三
条第二項及び第三項、第四条第四項、第六条の三第二項及び第三項、第十三条
の十二、第十三条の十三、第十三条の十五並びに第十五条の七を除く。）の規
定の適用については、当該建設工事（他の者から請け負つたものを除く。）の
注文者から直接建設工事を請け負つた建設業（建設工事を請け負う営業（その
請け負つた建設工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。）をいう。以下
同じ。）を営む者（以下「元請業者」という。）を事業者とする。



元請業者が解体工事を委託する際の注意点２
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ア）事前準備
① 残置物、家電４品目等の整理（工事発注者・許可業者による）

② 発生する産業廃棄物の収集運搬・処分の契約

・下請業者に任せず元請業者が書面により事前に契約

・処分先は年１回現地確認（産廃条例）

・中間処理について、委託した産業廃棄物が適切に再生利用

されるのか、最終処分されるか確認。

③ アスベスト

レベル１,２他、レベル３（例えば、スレート、サイディング、
石膏ボード、ケイカル板など）を調査

＜参考＞

法第12条 第６項

事業者は、前項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める
基準に従わなければならない。

法施行令第６条の２ 第４号

委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、
かつ、環境省令で定める書面が添付されていること。

～以下略～



元請業者が解体工事を委託する際の注意点３
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イ）解体工事現場
① 残置物・家電の処理の確認

・工事発注者又は一般廃棄物収集運搬業者により撤去され

ているか。

・事業所の解体の場合、事業系一般廃棄物と産業廃棄物の

処理（排出事業者は工事発注者）

② マニフェスト交付

元請業者が産業廃棄物の引渡しと同時に交付

＜参考＞

法第12条の３ 第１項

その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者（中間処理業者を含む。）は、その産
業廃棄物（中間処理産業廃棄物を含む。第十二条の五第一項及び第二項において同
じ。）の運搬又は処分を他人に委託する場合（環境省令で定める場合を除く。）には、
環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業
廃棄物の運搬を受託した者（当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合に
あつては、その処分を受託した者）に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数
量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した
産業廃棄物管理票（以下単に「管理票」という。）を交付しなければならない。



元請業者が解体工事を委託する際の注意点４
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イ）解体工事現場

③ 運搬車両、許可証等の携行の確認

④ 現場の施工体制の把握

元請業者の委託基準違反、下請業者（収集運搬業者の

場合）の再委託基準違反に該当するおそれがある。

ウ）解体工事完了後

① マニフェストの確認

交付したマニフェストが返送されたか確認

（Ｂ２票、Ｄ票は90日以内（特別管理産業廃棄物は60日

以内）、Ｅ票は180日以内）

② マニフェスト交付状況報告等の報告

翌年度の６月末までに県に報告（電子マニフェスト分は

除く）



元請業者が管理する土場に仮置きを行う場合の注意点
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① 処理基準に適合した保管

・保管量上限は平均搬出量の７日分

例）30㎥/月のがれき類を搬入・搬出

⇒ 約７㎥までしか保管できない

・周囲に囲いを設置、保管場所の掲示、高さ制限

・飛散流出防止措置、汚水等の浸透防止措置 など

② 事業場外保管場所の届出（法・産廃条例）

・保管場所の面積が300㎡以上（建設工事に伴い生ずるものに限る）…法

・保管場所の面積が100㎡以上 …産廃条例

③ 下請業者が仮置き場まで運搬

・下請業者は産業廃棄物収集運搬業許可が必要

・事前に書面にて工事現場から仮置き場までの運搬契約

・元請業者による管理票の交付
◎下請業者が保管する場合は産業廃棄物収集運搬業のうち積替え保管の許可が必要



４．元請業者等に対する行政処分

ア）工事の丸投げが不法投棄に繋がった事例
イ）下請業者に仮置き場（元請業者管理）までの運搬を
委託した事例
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Ａ社

収集運搬業許可

Ｂ社

収集運搬業許可

Ｃ社

無許可業者

不法投棄

（一部の廃棄物）

元請業者 一次下請業者 二次下請業者

Ｔ市内における壁土の不法投棄現場

ア）工事の丸投げが不法投棄に繋がった事例（１/４）
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Ａ社

収集運搬業許可

Ｂ社

収集運搬業許可

Ｃ社

無許可業者

不法投棄

（一部の廃棄物）

• 元請業者Ａ社は解体工事と工事で発生した産業廃棄物の処理をＢ社に委
託した。（Ａ社は「排出事業者」と「排出事業場」のみを記入したマニ
フェストを事前にＢ社に交付し、Ｂ者に処分業者の選定も依頼）

• Ｂ社はＡ社から受注した解体工事をＡ社と同じく解体工事と産業廃棄物
の処理をＣ社に再委託した。

• Ｃ社は解体工事で発生した産業廃棄物の一部を不法投棄した。（不法投
棄された産業廃棄物は、マニフェストが存在せず、Ａ社と処分業者の間
で産業廃棄物処分委託契約が書面で行われていなかった）

元請業者 一次下請業者 二次下請業者

ア）工事の丸投げが不法投棄に繋がった事例（２/４）
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Ａ社

収集運搬業許可

Ｂ社

収集運搬業許可

Ｃ社

無許可業者

不法投棄

（一部の廃棄物）

元請業者 一次下請業者 二次下請業者

違反事項 法 対象条項 行政処分

Ａ社

産業廃棄物処分業許可のないＢ社に産業廃棄物
の処分を委託した。

第12条第5項
(委託基準違反)

停止90日
Ｂ社にﾏﾆﾌｪｽﾄを交付せずに産業廃棄物の引渡し
をおこなった。

第12条の3第１項
(管理票交付義務違反)

Ｂ社

産業廃棄物処分業許可がないにもかかわらず産
業廃棄物の処分を受託した。

第14条第15項
(受託禁止違反)

停止90日
Ａ社から請けた産業廃棄物の収集運搬を許可の
ないＣ社に再委託した。

第14条第16項
(再委託禁止違反)

Ｃ社 解体工事で発生した産業廃棄物を投棄した。
（投棄した時点では収集運搬業許可を取得していた）

第16条(不法投棄) 取消し

ア）工事の丸投げが不法投棄に繋がった事例（３/４）



ア）工事の丸投げが不法投棄に繋がった事例（４/４）

24令和２年４月１日 伊勢新聞（15）より一部抜粋



イ）下請業者に仮置き場までの運搬を委託した事例（１/３）
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Ｘ社

収集運搬業許可

仮置き場

（Ｘ社 管理地）

不適正保管Ｚ社

無許可業者

Ｙ社

収集運搬業許可

Ｉ市内の廃棄物仮置き場
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Ｘ社

収集運搬業許可

仮置き場

（Ｘ社 管理地）

不適正保管

・Ｘ社は同社が元請業者である公共工事で発生した産業廃棄物を下請業者
のＹ社、下請業者のＺ社に仮置き場まで運搬させた。
・Ｘ社は産業廃棄物の運搬をＹ社に委託する際、事前にＹ社と書面で契約
を交わさなかった。

Ｚ社

無許可業者

違反事項 法 対象条項 行政処分

Ｘ社

産業廃棄収集運搬業許可のないＺ社に産業廃棄
物の運搬を委託した。

第12条第5項
(委託基準違反)

停止60日
事前に書面で契約を交わさずに、産業廃棄物の
収集運搬をＹ社に委託した。

第12条第6項
(委託基準違反)

Ｚ社
産業廃棄物処分業許可がないにもかかわらず産
業廃棄物の運搬を行った。

第14条第1項
(無許可営業)

なし
（警告）

Ｙ社

収集運搬業許可

イ）下請業者に仮置き場までの運搬を委託した事例（２/３）
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令和2年6月27日
伊勢新聞（15）より一部抜粋

イ）下請業者に仮置き場までの運搬を委託した事例（３/３）



５．産廃条例の改正
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条例改正の内容
①産業廃棄物処理施設を設置する際の地域住民と
の合意形成手続きの見直し

②優良認定事業者への産業廃棄物の処分の委託
時における規制の合理化

③建設系廃棄物の適正処理に係る受注者（元請
業者）の責務の追加等 勧告・公表の規定あり

④土地所有者等への指導

①～④の施行は、令和２年１０月１日
29



ご清聴ありがとうございました。
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